
●補助金を受けようとする事業を実施する場合は、必ず事前に申請し、交付決定を受けてください。
　申請書は、市のホームページからダウンロードいただくか、危機管理課までご連絡ください。

●補助金の申請は１年間に２回行えます。



○ 注 意 事 項
・補助金を利用される場合は、必ず実施前に申請してください。
・補助金額は、該当する費用に 4/5をかけて計算し、1,000円未満の端数は切捨てます。
・年度当初の世帯数に応じ補助金の限度額を決定します。
・必要経費の支払い完了後、実績報告を行ってください。
・申請書類等に押印は不要です。
申請様式に担当者氏名、連絡先、発行責任者又は担当者氏名を記入して下さい。
担当者氏名には申請者、連絡先には、担当者の電話番号（携帯可）、補助金等交付
請求書の発行責任者又は担当者氏名には、代表者または担当者氏名を記載してください。


